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告 示

　

横 浜 市 告 示 第 ５ 号

　 　 　 指 定 納 付 受 託 者 の 指 定

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 231 条 の ２ の ３ 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１  指 定 納 付 受 託 者 の 名 称

    Ｂ Ａ Ｂ Ｙ  Ｊ О Ｂ 株 式 会 社

２  指 定 納 付 受 託 者 の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

    大 阪 府 大 阪 市 淀 川 区 西 中 島 ６ 丁 目 ７ 番 ８ 号

３  指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 日

    令 和 ７ 年 月 日

４  指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る 歳 入

    キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 に よ る 横 浜 市 市 立 保 育 所 一 時 保 育 事 業 及 び

  横 浜 市 市 立 保 育 所 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 に 係 る 利 用 料 お よ び 食 事 代

５  指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 さ せ る 期 間

    令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 日 ま で

22 67
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31
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横 浜 市 告 示 第 ６ 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

指 定 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 月 日 橋 本 消 化 器 内 科 ク リ

ニ ッ ク

港 南 区 上 大 岡 東 二 丁

目 ７ 番 号

令 和 ７ 年 月 １ 日 小 笹 医 院 中 区 末 吉 町 ３ 丁 目

番 地

  同 綱 島 駅 前 歯 科 医 院 港 北 区 綱 島 西 一 丁 目

６ 番 号

  同 ほ り ぐ ち 歯 科 医 院 青 葉 区 青 葉 台 一 丁 目

７ 番 地 の １

  同 緑 園 こ ど も ク リ ニ ッ

ク

泉 区 緑 園 二 丁 目 １ 番

地 の ６

令 和 ７ 年 月 ２ 日 ア プ リ 薬 局 中 川 店 都 筑 区 中 川 一 丁 目

番 号

令 和 ７ 年 月 １ 日 き ら り 薬 局 神 大 寺 店 神 奈 川 区 神 大 寺 二 丁

目 番 ３ 号

  同 ソ レ イ ユ 歯 科 港 南 区 上 大 岡 東 二 丁

目 番 号

  同 ら び す た 新 杉 田 歯 科

ク リ ニ ッ ク

磯 子 区 杉 田 一 丁 目 １

番 １ 号

  同 新 綱 島 北 口 耳 鼻 咽 喉

科

港 北 区 綱 島 東 二 丁 目

番 号

  同 そ う ご う 薬 局 ト レ ッ

サ 横 浜 ２ 号 店

港 北 区 師 岡 町 700 番

地

  同 ま る 在 宅 ク リ ニ ッ ク 緑 区 小 山 町 660 番 地

の

25 49

30 14
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18

12
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13 25
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  同 Ｃ Ｈ Ｒ Ｏ Ｎ Ｏ Ｓ   Ｍ

Ｅ Ｄ Ｉ Ｃ Ａ Ｌ

都 筑 区 北 山 田 一 丁 目

９ 番 ３ 号

  同 セ ン タ ー 北 消 化 器 ・

内 視 鏡 Ｊ ク リ ニ ッ ク

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 １ 番 ５ 号

  同 戸 塚 む ら し げ 歯 科 戸 塚 区 上 矢 部 町 1,67

5 番 地 の １

  同 ク リ エ イ ト 薬 局 ハ ー

モ ス 深 谷 店

戸 塚 区 深 谷 町 1,055

番 地 の １

令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 松 川 歯 科 医 院 鶴 見 区 東 寺 尾 二 丁 目

５ 番 号

２   訪 問 看 護 事 業 者

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ７ 年

月 １ 日

株 式 会 社 ア

シ ス ト

東 京 都 台 東

区 東 上 野 ２

丁 目 番 ９

号

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン は な

横 浜 鶴 見

鶴 見 区 鶴 見 中

央 三 丁 目 １ 番

６ 号

令 和 ７ 年

月 １ 日

株 式 会 社 シ

ー ズ ・ テ ク

ノ ロ ジ ー ズ

東 京 都 渋 谷

区 広 尾 １ 丁

目 １ 番 号

Ｌ ｉ ｐ ｓ 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 保 土 ケ 谷

保 土 ケ 谷 区 坂

本 町 106 番 地

の １

  同 株 式 会 社 は

ま リ ハ

青 葉 区 藤 が

丘 二 丁 目 １

番 地 の ７

は ま リ ハ 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

港 北

港 北 区 日 吉 本

町 五 丁 目 番

６ 号

  同 株 式 会 社 ケ

ア ギ バ ー ・

ジ ャ パ ン

東 京 都 港 区

芝 大 門 ２ 丁

目 ３ 番 号

マ ザ ー ス 横 浜

荏 田

都 筑 区 荏 田 南

四 丁 目 ２ 番 ８

号

  同 株 式 会 社 懐

古 堂

栄 区 長 沼 町

547 番 地 の

訪 問 看 護 と 相

談 支 援 縁 側

戸 塚 区 矢 部 町

1,827 番 地 の

３

  同 株 式 会 社 ク

ラ ス タ ー メ

デ ィ カ ル

戸 塚 区 川 上

町 番 地 の

４

と ま と 訪 問 看

護 リ ハ ビ リ ス

テ ー シ ョ ン 泉

岡 津

泉 区 岡 津 町 19

4 番 地

15

10

12

11
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  同 株 式 会 社 モ

リ モ リ

保 土 ケ 谷 区

境 木 町 114

番 地 の １

み ん な の 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

瀬 谷

瀬 谷 区 三 ツ 境

番 地

 

21
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横 浜 市 告 示 第 ７ 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 年 月

日

    氏   名

 

    名   称

 

      所 在 地

 

令 和 ８ 年

１ 月 １ 日

藤   根   忠   広 訪 問 は り き ゅ う

マ ッ サ ー ジ メ ッ

ク 治 療 院

中 区 日 ノ 出 町 １ 丁

目 番 地 の １

  同 立   原       翔 開 設 な し 保 土 ケ 谷 区 法 泉 二

丁 目 番 号

  同 斉   藤   優   子 優 々 鍼 灸 マ ッ サ

ー ジ 治 療 院

旭 区 上 川 井 町 178

番 地 の ４

  同 脇       ふ さ 子   同   同

  同 廣   瀬   竣   大 訪 問 マ ッ サ ー ジ

は り き ゅ う あ ん

寿 横 浜 旭

旭 区 さ ち が 丘 128

番 地 の

  同 首   藤   貴   士 開 設 な し 磯 子 区 田 中 二 丁 目

番 ２ 号

  同 高   田   千   恵 訪 問 マ ッ サ ー ジ

ヒ ュ ー マ ン ラ イ

フ ケ ア 横 浜 北

都 筑 区 北 山 田 一 丁

目 ２ 番 １ 号
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横 浜 市 告 示 第 ８ 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

変 更 年 月

日

名   称 所 在 地

令 和 ３ 年

７ 月 １ 日

医 療 法 人 社 団 愛 友 会 花

ク リ ニ ッ ク

金 沢 区 谷 津 町 384 番 地

花 ク リ ニ ッ ク

令 和 ７ 年

９ 月 １ 日

お お ぎ や ク リ ニ ッ ク 青 葉 区 藤 が 丘 一 丁 目 番

地 の ７
お お ぎ や 整 形 外 科

 

 

25 49

30 14

23

(新)

(旧)

(新) 28

(旧)

8

横浜市報　定期第220号　令和８年１月23日



横 浜 市 告 示 第 ９ 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変 更 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年

９ 月 １ 日

栗   原       功 は り ・ き ゅ う

・ マ ッ サ ー ジ み

ど り の 風

都 筑 区 川 和 町

1,471 番 地

訪 問 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ Ｋ Ｅ ｉ Ｒ

Ｏ Ｗ 横 浜 青 葉 ス

テ ー シ ョ ン

青 葉 区 市 ケ 尾

町 1,173 番 地 の

令 和 ７ 年

月 １ 日

舩   越   亨   典 鍼 灸 治 療 院 新

氣 堂

神 奈 川 区 七 島

町 143 番 地

訪 問 は り き ゅ

う Ｋ Ｅ ｉ Ｒ Ｏ Ｗ

横 浜 旭 ス テ ー シ

ョ ン

旭 区 南 希 望 が

丘 番 地 の ９

令 和 ７ 年

月 日

脇       ふ さ 子 優 々 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院

旭 区 上 川 井 町

178 番 地 の ４

レ イ ス 治 療 院

横 浜 金 沢

金 沢 区 能 見 台

通 ３ 番 ６ 号

令 和 ７ 年

月 １ 日

首   藤   貴   士 開 設 な し 磯 子 区 田 中 二

丁 目 番 ２ 号

磯 子 区 西 町

番 ８ 号

 

25 55

30 14

23

(新) (新)

(旧) (旧)

16

11

(新) (新)

(旧) (旧)

58

11 17

(新) (新)

(旧) (旧)

12

(新)

11

(旧) 11

9
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 休 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

休 止 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 月 １ 日 西 公 園 歯 科 診 療 所 磯 子 区 洋 光 台 三 丁 目

９ 番 号

 

 

10

25 49

30 14

23

10

22

10
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

廃 止 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 ８ 月 日 医 療 法 人 在 宅 診 良 会

横 浜 ホ ー ム ク リ ニ ッ

ク

都 筑 区 牛 久 保 東 一 丁

目 番 号

令 和 ７ 年 月 ９ 日 吉 岡 脳 外 科 外 科 診 療

所

瀬 谷 区 橋 戸 三 丁 目

番 地 の １

令 和 ７ 年 月 日 橋 本 消 化 器 内 科 ク リ

ニ ッ ク

港 南 区 上 大 岡 東 二 丁

目 ７ 番 号

令 和 ７ 年 月 日 石 井 産 婦 人 科 医 院 西 区 久 保 町 番 号

  同 小 笹 医 院 中 区 末 吉 町 ３ 丁 目

番 地 の ５

  同 ひ こ う き ぐ も の 薬 局 保 土 ケ 谷 区 釜 台 町

番 ７ 号

  同 渡 部 内 科 医 院 金 沢 区 大 道 一 丁 目

番 １ 号

  同 綱 島 駅 前 歯 科 医 院 港 北 区 綱 島 西 一 丁 目

６ 番 号

  同 ほ り ぐ ち 歯 科 医 院 青 葉 区 青 葉 台 一 丁 目

７ 番 地 の １

  同 緑 園 こ ど も ク リ ニ ッ

ク

泉 区 緑 園 二 丁 目 １ 番

地 の ６

令 和 ７ 年 月 １ 日 ア プ リ 薬 局 中 川 店 都 筑 区 中 川 一 丁 目

番 ３ 号

令 和 ７ 年 月 日 森 田 歯 科 医 院 瀬 谷 区 瀬 谷 二 丁 目

番 地 の ８

11

25 49

30 14

23

31

32 26

10 63

10 30

17

10 31 19 27

56

41

29

16

11 21

11 29 52

11
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令 和 ７ 年 月 日 医 療 法 人 社 団 あ お い

会 杉 本 ク リ ニ ッ ク

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 番 １ 号

令 和 ７ 年 月 日 宮 田 整 形 外 科 南 区 別 所 三 丁 目 ８ 番

３ 号

２   訪 問 看 護 事 業 者

廃 止 年

月 日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ７

年 月

日

ジ ェ イ マ ッ

ト ジ ャ パ ン

合 同 会 社

千 葉 県 八 千

代 市 緑 が 丘

西 ５ 丁 目

番 地 の ５

Ｌ ｉ ｐ ｓ 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 保 土 ケ 谷

保 土 ケ 谷 区 坂

本 町 106 番 地

の １

令 和 ７

年 月

日

一 般 社 団 法

人 メ ン タ ル

さ ぽ ー と 協

会

東 京 都 八 王

子 市 大 横 町

１ 番 ９ 号

プ ラ イ マ リ ー

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 横 浜

港 北 区 新 横 浜

一 丁 目 番 地

の

  同 有 限 会 社 た

く み ケ ア サ

ー ビ ス

平 塚 市 虹 ケ

浜 番 地 の

つ る か め 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 三 保

緑 区 三 保 町 2,0

69 番 地 の １

 

11 30

30

12 28

10

31 11

12

31

27

12

24

25
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年

８ 月 日

中   丸   一   洋 な か ま る 東 洋 整

骨 院

神 奈 川 区 西 神 奈 川

三 丁 目 ９ 番 地 の ６

 

12

25 55

30 14

23

31

13
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 廃 止 の 取 消 し

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 及 び 中 国 残 留 邦

人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特

定 配 偶 者 の 自 立 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第

４ 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 廃 止 し た 次 の 指 定 医 療 機 関 の 指 定 廃 止 を 取

り 消 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月 日 名 称 現 在 地 取 消 年 月 日

令 和 ７ 年 ８ 月

日

星 川 内 科 ク リ

ニ ッ ク

保 土 ケ 谷 区 星

川 二 丁 目 ４ 番

１ 号

令 和 ７ 年 ８ 月

日

 

13

25 50

30 14

23

31 31

14
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 保 存 す べ き 樹 木 の 指 定

  緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 樹 木 と し て 、 次 の 樹 木 を

指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 樹 木 指 定 年 月 日

緑 区 十 日 市 場 町 880 番 地 の ４ 内 の ケ ヤ キ

金 沢 区 朝 比 奈 町 578 番 地 内 の ヒ ノ キ

瀬 谷 区 三 ツ 境 番 地 内 の ク ス ノ キ

令 和 ７ 年 月 日

14

48 47

23

65

10 21

15
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 公 共 下 水 道 の 供 用 開 始

  次 の と お り 公 共 下 水 道 の 供 用 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な ら な い

区 域 を 所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供

す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

排 水 施 設

の 方 式

下 水 を 公 共 下 水 道 に 流 入 さ せ な け れ ば な

ら な い 区 域

供 用 開 始

年 月 日

合 流 式   鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 の 一 部 令 和 ８ 年

１ 月 日分 流 式   港 南 区 日 野 中 央 二 丁 目 の 一 部

  旭 区 四 季 美 台 、 都 岡 町 及 び 西 川 島 町 の

各 一 部

  港 北 区 日 吉 本 町 六 丁 目 の 一 部

  緑 区 鴨 居 五 丁 目 及 び 西 八 朔 町 の 各 一 部

  泉 区 中 田 西 四 丁 目 の 一 部

  瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 の 一 部

15

23

23

16

横浜市報　定期第220号　令和８年１月23日



横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 開 始

  次 の と お り 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 終 末 処 理 場 に よ る 下 水 の 処 理 を 開 始 す る 区 域 を

所 管 す る 土 木 事 務 所 に お い て 、 告 示 の 日 か ら 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

終 末 処 理 場

の 名 称

終 末 処 理 場

の 位 置

終 末 処 理 場 に よ る 下 水

の 処 理 を 開 始 す る 区 域

処 理 開 始 年

月 日

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 北

部 第 一 水 再

生 セ ン タ ー

鶴 見 区 元 宮

二 丁 目 ６ 番

１ 号

 

  鶴 見 区 梶 山 二 丁 目 の

一 部

  港 北 区 日 吉 本 町 六 丁

目 の 一 部

令 和 ８ 年 １

月 日

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 神

奈 川 水 再 生

セ ン タ ー

神 奈 川 区 千

若 町 １ 丁 目

１ 番 地

 

  旭 区 西 川 島 町 の 一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 金

沢 水 再 生 セ

ン タ ー

金 沢 区 幸 浦

一 丁 目 番

地

  港 南 区 日 野 中 央 二 丁

目 の 一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 港

北 水 再 生 セ

ン タ ー

港 北 区 大 倉

山 七 丁 目

番 １ 号

  緑 区 鴨 居 五 丁 目 の 一

部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 都

筑 水 再 生 セ

ン タ ー

都 筑 区 佐 江

戸 番 地

  旭 区 四 季 美 台 及 び 都

岡 町 の 各 一 部

  緑 区 西 八 朔 町 の 一 部

横 浜 市 下 水

道 河 川 局 西

部 水 再 生 セ

ン タ ー

戸 塚 区 東 俣

野 町 231 番

地

  泉 区 中 田 西 四 丁 目 の

一 部

  瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 の

一 部

16

23

23

17

40

25

17
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 行 政 手 続 等 の

　 　 　 一 部 改 正

  情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ り 行 う 行 政 手 続 等 （ 平 成 年

２ 月 横 浜 市 告 示 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら

施 行 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  同 表 に 次 の よ う に 加 え る

横 浜 市 建 築 基

準 法 施 行 細 則

第 ７ 条 の

２ の ２

令 和 ８ 年

１ 月 日

定 期 報 告 対 象 特 定 建 築 物 等

の 休 止 等 に 関 す る 届 出 等

17

17

56

23

23

18
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 路 線 の 認 定

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 市 道 路 線 を 認 定 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

    路   線   名
        起                   点

        終                   点

東 寺 尾

第 465 号 線

鶴 見 区 岸 谷 三 丁 目 1,649 番 の ３ 地 先

同   区 鶴 見 一 丁 目 ２ 番 の １ 地 先

東 寺 尾

第 466 号 線

鶴 見 区 岸 谷 三 丁 目 1,620 番 の １ 地 先

同   区 同         1,613 番 の １ 地 先

東 寺 尾

第 467 号 線

鶴 見 区 鶴 見 一 丁 目 1,408 番 の １ 地 先

同   区 岸 谷 四 丁 目 1,412 番 の １ 地 先

三 ツ 沢

第 402 号 線

西 区 岡 野 二 丁 目 番 の １ 地 先

同 区 同         番 の ２ 地 先

長 津 田

第 408 号 線

緑 区 長 津 田 町 2,340 番 の ２ 地 先

同 区 同     町 2,299 番 の １ 地 先

平 戸

第 537 号 線

戸 塚 区 平 戸 五 丁 目 940 番 の 地 先

同   区 同          同  番 の 地 先
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 路 線 の 廃 止

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

次 の よ う に 市 道 路 線 を 廃 止 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

    路   線   名
        起                   点

        終                   点

下 末 吉

第 183 号 線

鶴 見 区 北 寺 尾 三 丁 目 1,356 番 の 地 先

同   区 同           1,355 番 の ２ 地 先

下 末 吉

第 184 号 線

鶴 見 区 北 寺 尾 三 丁 目 1,276 番 の 地 先

同   区 同           1,356 番 の ５ 地 先

羽 沢

第 234 号 線

神 奈 川 区 羽 沢 南 三 丁 目 381 番 の １ 地 先

同     区 同           400 番 の ３ 地 先

井 土 ケ 谷

第 238 号 線

南 区 六 ツ 川 一 丁 目 番 の ７ 地 先

同 区 同           113 番 の １ 地 先

上 大 岡

第 号 線

磯 子 区 岡 村 五 丁 目 1,053 番 の ５ 地 内

同   区 同          同    番 の ４ 地 内

大 倉 山

第 347 号 線

港 北 区 菊 名 五 丁 目 611 番 の ４ 地 先

同   区 同         615 番 の 地 先

長 津 田

第 268 号 線
緑 区 長 津 田 町 2,330 番 の １ 地 先

長 津 田

第 270 号 線

緑 区 長 津 田 町 2,343 番 の ８ 地 先

同 区 同     町 2,330 番 の １ 地 先

長 津 田

第 272 号 線

緑 区 長 津 田 町 2,340 番 の ３ 地 先

同 区 同     町 2,343 番 の ２ 地 先

大 場 町

第 173 号 線

青 葉 区 鉄 町 1,162 番 の １ 地 先

同   区 同 町 1,160 番 地 先

平 戸 戸 塚 区 上 柏 尾 町 583 番 の １ 地 内
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第 423 号 線 同   区 同     町 142 番 の ３ 地 先

舞 岡

第 413 号 線

戸 塚 区 南 舞 岡 一 丁 目 2,325 番 の 173 地 内

同   区 同           2,397 番 の １ 地 先

和 泉 町

第 317 号 線

泉 区 和 泉 町 3,200 番 の １ 地 先

同 区 同   町 3,197 番 の １ 地 先

和 泉 町

第 454 号 線

泉 区 中 田 西 三 丁 目 2,795 番 の 地 先

同 区 同           801 番 の １ 地 先

中 田

第 240 号 線

泉 区 中 田 西 一 丁 目 806 番 の ３ 地 先

同 区 中 田 西 三 丁 目 804 番 の ２ 地 先
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 区 域 の 決 定 及 び 供 用 の 開 始

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 決 定 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 決 定 及 び 供 用 開 始 の 期 日

    令 和 ８ 年 １ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名 区   間 幅  員 延  長

 

東 寺 尾

第 465 号 線

 

鶴 見 区 岸 谷 三 丁 目 1,649 番 の ３ 地

先 か ら

同   区 鶴 見 一 丁 目 ２ 番 の １ 地 先 ま

で

   

  4.50

な い し

  8.00

   

 

140.79

 

東 寺 尾

第 466 号 線

鶴 見 区 岸 谷 三 丁 目 1,620 番 の １ 地

先 か ら

同   区 同         1,613 番 の １ 地

先 ま で

  6.00

な い し

  7.28

 

87.32

 

東 寺 尾

第 467 号 線

鶴 見 区 鶴 見 一 丁 目 1,408 番 の １ 地

先 か ら

同   区 岸 谷 四 丁 目 1,412 番 の １ 地

先 ま で

  4.50

な い し

14.79

 

73.67

 

三 ツ 沢

第 402 号 線

西 区 岡 野 二 丁 目 番 の １ 地 先 か ら

同 区 同         番 の ２ 地 先 ま で

 

  4.00

 

 

36.43

 

長 津 田

第 408 号 線

緑 区 長 津 田 町 2,340 番 の ２ 地 先 か

ら

同 区 同     町 2,299 番 の １ 地 先 ま

で

  3.00

な い し

  5.96

 

115.04

 

平 戸

第 537 号 線

戸 塚 区 平 戸 五 丁 目 940 番 の 地 先

か ら

同   区 同          同  番 の 地 先

ま で

  3.75

な い し

21.98

 

102.67
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 県 道 区 域 の 変 更 及 び 供 用 の 開 始

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 変 更 及 び 供 用 開 始 の 期 日

    令 和 ８ 年 １ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名

旧

・

新

の

別

区    間 幅  員 延  長

横 浜 生 田

旧

港 北 区 新 羽 町 565 番 の １

地 先 か ら

同   区 同   町 990 番 地 先

ま で

  m

  7.27

な い し

11.64

  m

 

28.27

 

新   同

  8.42

な い し

12.26

 

  同

 

阿 久 和 鎌 倉

旧

泉 区 和 泉 中 央 南 一 丁 目

811 番 の ７ 地 先 か ら

同 区 中 田 西 三 丁 目 800 番

の ４ 地 先 ま で

  8.60

な い し

15.80

 

360.73

 

新   同

11.39

な い し

15.39

 

  同
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 県 道 区 域 の 変 更

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 変 更 の 期 日

    令 和 ８ 年 １ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名

旧

・

新

の

別

区    間 幅  員 延  長

大 船 停 車 場

矢 部

旧

栄 区 笠 間 二 丁 目 838 番 の

１ 地 先 か ら

同 区 笠 間 一 丁 目 845 番 の

２ 地 内 ま で

  m

14.22

な い し

27.17

  m

 

39.94

 

新   同

16.13

な い し

29.00

 

  同
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 区 域 の 変 更 及 び 供 用 の 開 始

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 変 更 及 び 供 用 開 始 の 期 日

    令 和 ８ 年 １ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名

旧

・

新

の

別

区   間 幅  員 延  長

下 末 吉

第 ４ 号 線

旧

鶴 見 区 北 寺 尾 三 丁 目 1,337 番

地 先 か ら

同   区 同           1,276 番

の ７ 地 先 ま で

  m

  3.66

な い し

  4.63

  m

 

207.77

 

新   同

  4.04

な い し

  5.65

 

  同

 

東 寺 尾

第 431 号 線

旧
鶴 見 区 岸 谷 四 丁 目 1,412 番 の

１ 地 先

15.70

な い し

15.75

 

33.53

 

新   同

18.14

な い し

18.18

 

  同

 

山 下 町

第 298 号 線

旧 中 区 山 手 町 １ 番 の ５ 地 先

  7.25

な い し

  7.34

 

  5.92

 

新   同

  7.28

な い し

  7.34

 

  同

 

旧

港 南 区 上 大 岡 東 一 丁 目 1,806

番 の ３ 地 先 か ら

同   区 同             1,168

番 の １ 地 先 ま で

  4.14

な い し

  5.50

 

11.56
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上 大 岡

第 244 号 線

新   同

 

  5.50

 

 

  同

 

旧

港 南 区 上 大 岡 東 一 丁 目 1,168

番 の 地 先 か ら

同   区 同             同    

番 の 地 先 ま で

  4.00

な い し

  4.04

 

  8.01

 

新   同

 

  5.50

 

 

  同

 

上 大 岡

第 375 号 線

旧

港 南 区 上 大 岡 東 一 丁 目 1,806

番 の ３ 地 先 か ら

同   区 同             1,168

番 の 地 先 ま で

  1.86

な い し

  2.03

 

43.16

 

新   同

 

  5.50

 

 

70.59

 

上 大 岡

第 384 号 線

旧

港 南 区 上 大 岡 東 一 丁 目 1,804

番 の ７ 地 先 か ら

同   区 同             165 番

の １ 地 先 ま で

  2.79

な い し

  3.16

 

36.03

 

新   同

  3.65

な い し

  4.82

 

  同

 

希 望 が 丘

第 号 線

旧

旭 区 中 希 望 が 丘 165 番 の １ 地

先 か ら

同 区 同         166 番 の ２ 地

先 ま で

  1.89

な い し

  2.03

 

16.29

 

新   同

  3.20

な い し

  3.27

 

  同

 

高 田

第 号 線

旧

港 北 区 日 吉 本 町 六 丁 目 318 番

地 先 か ら

同   区 同             2,462

番 の ３ 地 先 ま で

  6.23

な い し

  6.30

 

  8.71

 

新   同

  6.86

な い し

  6.91

 

  同
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綱 島

第 号 線

旧

港 北 区 綱 島 東 五 丁 目 1,094 番

の 地 先 か ら

同   区 同           1,163 番

地 先 ま で

 

  4.84

 

 

25.83

 

新   同

  5.44

な い し

  6.07

 

  同

 

川 向

第 182 号 線

旧

港 北 区 新 羽 町 565 番 の １ 地 先

か ら

同   区 同   町 636 番 地 先 ま で

  4.97

な い し

  4.98

 

29.48

 

新   同

  6.12

な い し

  6.35

 

  同

 

大 倉 山

第 346 号 線

旧

港 北 区 菊 名 五 丁 目 613 番 の １

地 先 か ら

同   区 同         612 番 地 先

ま で

  2.70

な い し

  2.87

 

31.32

 

新   同

  4.50

な い し

  4.53

 

  同

 

東 本 郷

第 209 号 線

旧

港 北 区 小 机 町 224 番 の １ 地 先

か ら

同   区 同   町 401 番 の ２ 地 先

ま で

  2.75

な い し

  5.22

 

  6.43

 

新   同

  3.50

な い し

  5.22

 

  同

 

東 本 郷

第 225 号 線

旧

港 北 区 小 机 町 240 番 の ３ 地 先

か ら

同   区 同   町 224 番 の １ 地 先

ま で

  1.92

な い し

  3.05

 

28.76

 

新   同

  4.50

な い し

  7.00

 

  同

 

菊 名

旧

港 北 区 富 士 塚 一 丁 目 2,017 番

の 地 先 か ら

同   区 同           2,021 番

の １ 地 先 ま で

  2.81

な い し

  2.85

 

22.93
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第 302 号 線

新   同

 

  4.51

 

 

  同

 

東 山 田

第 312 号 線

旧

都 筑 区 東 山 田 町 672 番 の １ 地

先 か ら

同   区 同     町 360 番 の １ 地

先 ま で

  4.42

な い し

  4.47

 

30.36

 

新   同

 

  4.50

 

 

  同

 

池 辺

第 158 号 線

旧
都 筑 区 川 和 町 2,165 番 の 地

先

  1.85

な い し

  5.11

 

29.42

 

新   同

  3.18

な い し

  5.11

 

  同

 

池 辺

第 404 号 線

旧
都 筑 区 池 辺 町 1,036 番 の １ 地

先

 

10.34

 

 

  5.34

 

新   同

 

  同

 

 

  同

 

茅 ケ 崎

第 300 号 線

旧

都 筑 区 池 辺 町 2,102 番 の 地

先 か ら

同   区 同   町 2,088 番 の ４ 地

先 ま で

  2.80

な い し

  3.55

 

17.00

 

新   同

  5.08

な い し

  5.11

 

  同

 

茅 ケ 崎

第 318 号 線

旧

都 筑 区 池 辺 町 2,102 番 の ９ 地

先 か ら

同   区 同   町 2,117 番 の ８ 地

先 ま で

  5.06

な い し

  7.98

 

13.81

 

新   同

  5.06

な い し

  9.50

 

  同

 

 

旧

戸 塚 区 品 濃 町 740 番 の 地 先

か ら

82.80

な い し

82.84

 

43.56

 

14
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13
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品 濃

第 185 号 線

同   区 同   町 537 番 の １ 地 先

ま で

新   同

90.54

な い し

91.30

 

  同

 

平 戸

第 231 号 線

旧
戸 塚 区 平 戸 五 丁 目 960 番 の

地 先

  2.79

な い し

  2.94

 

23.97

 

新   同

  4.63

な い し

  6.71

 

  同

 

矢 部

第 520 号 線

旧

戸 塚 区 吉 田 町 306 番 地 先 か ら

同   区 同   町 1,545 番 の 地

先 ま で

  6.78

な い し

46.56

 

267.78

 

新   同

  9.00

な い し

48.53

 

  同

 

汲 沢

第 124 号 線

旧

戸 塚 区 汲 沢 五 丁 目 1,751 番 の

地 先 か ら

同   区 同         1,740 番 の

３ 地 先 ま で

  4.08

な い し

  4.52

 

18.84

 

新   同

 

  4.52

 

 

  同

 

戸 塚

第 号 線

旧

戸 塚 区 吉 田 町 1,511 番 の １ 地

先 か ら

同   区 同   町 1,406 番 の １ 地

先 ま で

  1.87

な い し

  4.25

 

115.72

 

新   同

  3.20

な い し

  5.50

 

112.34

 

戸 塚

第 号 線

旧

戸 塚 区 吉 田 町 1,482 番 の １ 地

先 か ら

同   区 同   町 1,489 番 の ２ 地

先 ま で

  6.10

な い し

  8.56

 

101.84

 

新   同

  9.14

な い し

10.84

 

  同

 

30
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深 谷

第 338 号 線

旧

戸 塚 区 戸 塚 町 1,504 番 の 地

先 か ら

同   区 同   町 1,494 番 の 地

先 ま で

  2.73

な い し

  3.55

 

22.67

 

新   同

 

  4.51

 

 

  同

 

和 泉 町

第 449 号 線

旧

泉 区 和 泉 中 央 南 一 丁 目 2,795

番 の 地 先 か ら

同 区 同               同  

番 の ４ 地 先 ま で

  8.40

な い し

10.00

 

32.16

 

新   同

  8.39

な い し

10.04

 

  同

 

中 田

第 240 号 線

旧

泉 区 中 田 西 一 丁 目 806 番 の ６

地 先 か ら

同 区 中 田 西 三 丁 目 804 番 の ６

地 先 ま で

  7.00

な い し

  8.30

 

28.51

 

新   同

  8.23

な い し

14.10

 

  同

 

五 貫 目

第 号 線

旧

瀬 谷 区 五 貫 目 町 番 の 地 先

か ら

同   区 同     町 同 番 の 地 先

ま で

 

  1.88

 

 

  4.00

 

新   同

 

  2.52

 

 

  同

 

上 瀬 谷

第 123 号 線

旧

瀬 谷 区 相 沢 五 丁 目 ８ 番 の ５ 地

先 か ら

同   区 同         番 の ３ 地

先 ま で

  3.14

な い し

  3.17

 

  6.50

 

新   同

 

  4.50

 

 

  同

 

東 希 望 が 丘

第 224 号 線

旧

瀬 谷 区 阿 久 和 東 一 丁 目 番 の

地 先 か ら

旭 区 中 希 望 が 丘 165 番 の １ 地

先 ま で

  4.60

な い し

  4.66

 

26.20
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新   同

  6.05

な い し

  6.10

 

  同

 

 

31
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 市 道 区 域 の 変 更

  道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第 180 号 ） 第 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   道 路 区 域 の 変 更 の 期 日

    令 和 ８ 年 １ 月 日

２   路 線 名 及 び 道 路 の 区 域

路   線   名

旧

・

新

の

別

区    間 幅  員 延  長

名 瀬

第 号 線

旧

戸 塚 区 川 上 町 ８ 番 の 地

先 か ら

同   区 品 濃 町 740 番 の

地 先 ま で

  m

119.74

な い し

128.63

  m

 

  7.00

 

新   同

19.31

な い し

28.20

 

  同

 

宮 沢

第 号 線

旧

泉 区 和 泉 町 7,534 番 の １

地 先 か ら

同 区 同   町 7,540 番 の ３

地 先 ま で

  8.30

な い し

  8.41

 

17.30

 

新   同

  6.53

な い し

  6.57

 

  同

 

 

24
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 横 浜 市 埋 立 事 業 公 金 収 納 取 扱 金 融 機 関 の 指 定 の 一 部 改 正

  横 浜 市 埋 立 事 業 公 金 収 納 取 扱 金 融 機 関 の 指 定 （ 昭 和 年 ４ 月 横 浜

市 告 示 第 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 か ら

施 行 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  表 中

「

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

ス ル ガ 銀 行 株 式 会 社

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

 

横 浜 支 店

横 浜 支 店

横 浜 支 店

 

                                                          」

を

「

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行

 

横 浜 支 店

横 浜 支 店

 

                                                          」

に 改 め る 。

25

39
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横 浜 市 告 示 第 号

　 　 　 令 和 ７ 年 度 港 湾 環 境 整 備 負 担 金 に 係 る 負 担 対 象 工 事 の 指

　 　 　 定

  横 浜 市 港 湾 環 境 整 備 負 担 金 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号

） 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 負 担 対 象 工 事 と し て 、 次 の と お り 指 定 す

る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

工 事

の 種

類

工

事

の

名

称

工 事 が 実

施 さ れ た

場 所

工

事

の

完

了

し

た

日

工 事 に 要 し た

費 用

負 担

区 域

負 担 の

割 合

負 担 区 域 内 に あ

る 工 場 又 は 事 業

場 の 敷 地 の 面 積

等 の 合 計

港

湾

環

境

整

備

施

設

の

建

設

又

は

改

良

の

工

事

緑

地

の

改

良

の

工

事

大 黒 ふ 頭

地 区

内 港 地 区

金 沢 地 区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令

和

円

 

 

 

 

 

 

 

 

342,279,500

 

 

臨 港

地 区

１ / ８

１ /16

㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

27,375,221.90

港

湾

環

境

緑

地

の

維

大 黒 ふ 頭

地 区

山 下 ふ 頭

地 区

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡
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７

年

３

月

日

ま

で

整

備

施

設

の

維

持

の

工

事

持

の

工

事

本 牧 ふ 頭

地 区

金 沢 地 区

鶴 見 地 区

磯 子 地 区

内 港 地 区

 

 

 

314,588,733

 

 

臨 港

地 区

 

１ / ２

 

１ / ８

 

１ /16

 

 

 

27,005,305.71

港

湾

に

お

け

る

漂

流

物

の

除

去

そ

の

他

の

清

掃

の

た

め

の

工

事

海

面

清

掃

横 浜 港 港

湾 区 域 内

円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154,308,082

臨 港

地 区

及 び

港 湾

区 域

１ / ２

㎡

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

28,284,154.45
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      Ｂ Ａ Ｓ Ｅ Ｇ Ａ Ｔ Ｅ 横 浜 関 内

      中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      三 井 不 動 産 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   植   田       俊

      東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 ２ 丁 目 １ 番 １ 号

      ほ か ６ 者

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

未 定 株 式 会 社 マ ル エ ツ

代 表 取 締 役

  本   間   正   治

東 京 都 豊 島 区 東 池 袋

５ 丁 目 番 号

ほ か ７ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ７ 年 月 日

    変 更 し た 理 由

      小 売 業 者 が 確 定 し た た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 日

35
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３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

 

50 10

37

横浜市報　定期第220号　令和８年１月23日



横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      菊 名 駅 ビ ル

      港 北 区 菊 名 七 丁 目 １ 番 １ 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      東 急 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   堀   江   正   博

      東 京 都 渋 谷 区 南 平 台 町 ５ 番 ６ 号

      ほ か １ 者

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

東 急 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  髙   橋   和   夫

東 京 都 渋 谷 区 南 平 台

町 ５ 番 ６ 号

ほ か １ 者

東 急 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  堀   江   正   博

東 京 都 渋 谷 区 南 平 台

町 ５ 番 ６ 号

ほ か １ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ５ 年 ６ 月 日

    変 更 し た 理 由

設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

36

10 91

23

(１)

(２)

(３)

(４)

29

(５)

12 26

50 10

38
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    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      ホ ー ム セ ン タ ー コ ー ナ ン 港 北 セ ン タ ー 南 店

      都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 番 １ 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      三 菱 Ｈ Ｃ キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   久   井   大   樹

      東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ５ 番 １ 号

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

株 式 会 社 メ ガ ス ポ ー

ツ

代 表 取 締 役

  中   嶋   築   人

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

堀 留 町 ２ 丁 目 ８ 番 ４

号

ほ か ６ 者

株 式 会 社 メ ガ ス ポ ー

ツ

代 表 取 締 役

  三   浦   隆   司

千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 １

丁 目 ５ 番 地 の １

ほ か ６ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ６ 年 ３ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由  

      小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ８ 年 １ 月 ６ 日

３   縦 覧 場 所

37

10 91

23

(１)

53

(２)

(３)

(４)

14

(５)

40
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    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

 

50 10

41
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      Ｂ Ａ Ｓ Ｅ Ｇ Ａ Ｔ Ｅ 横 浜 関 内

      中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      三 井 不 動 産 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   植   田       俊

      東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 ２ 丁 目 １ 番 １ 号

      ほ か ６ 者

    変 更 し よ う と す る 事 項

変 更 し よ う と す る

事 項
    変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 開 店 時 刻 及

び 閉 店 時 刻

開 店 時 刻   午 前 ７ 時

閉 店 時 刻   午 後 時

開 店 時 刻   午 前 ７ 時

閉 店 時 刻   午 後 時

    変 更 す る 年 月 日

      令 和 ７ 年 月 日

    変 更 す る 理 由

      営 業 計 画 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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10 91

23

(１)

(２)

(３)

10 11

(４)

12 26

(５)

12 25

50 10
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      菊 名 駅 ビ ル

      港 北 区 菊 名 七 丁 目 １ 番 １ 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      東 急 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   堀   江   正   博

      東 京 都 渋 谷 区 南 平 台 町 ５ 番 ６ 号

      ほ か １ 者

    変 更 し よ う と す る 事 項

変 更 し よ う と す る

事 項
    変   更   前         変   更   後    

駐 車 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 前

      ） 記 載 の と お

      り

収 容 台 数   台

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 後

      ） 記 載 の と お

      り

収 容 台 数   台

駐 輪 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 前

      ） 記 載 の と お

      り

収 容 台 数   台

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 後

      ） 記 載 の と お

      り

収 容 台 数   台

荷 さ ば き 施 設 の 位

置 及 び 面 積

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 前

      ） 記 載 の と お

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 後

      ） 記 載 の と お
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(１)

(２)

(３)

14 14

33 33
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      り

面 積   40.2 ㎡

      り

面 積   40.23 ㎡

廃 棄 物 等 の 保 管 施

設 の 位 置 及 び 容 量

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 前

      ） 記 載 の と お

      り

容 量   ㎥

位 置   届 出 書 の 添 付

      図 面 （ 変 更 後

      ） 記 載 の と お

      り

容 量   20.11 ㎥

  （ 添 付 図 面 は 省 略 ）

    変 更 す る 年 月 日

      令 和 ８ 年 ８ 月 日

    変 更 す る 理 由

      営 業 計 画 変 更 の た め

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

 

26

(４)

27

(５)

12 26

50 10
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 横 浜 市 生 活 自 立 支 援 施 設 は ま か ぜ の 指 定 管 理 者 の 指 定

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 横 浜 市 生 活 自 立 支 援 施 設 は ま か ぜ の 指 定 管 理 者 と し て 、 次

の 者 を 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  指 定 管 理 者    指 定 の 期 間

所 在 地   名   称

泉 区 和 泉 町

6,181 番 地

の ２

社 会 福 祉 法 人 神 奈 川

県 匡 済 会

理 事 長

三   上   章   彦

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 年 ３ 月 日 ま で

 

40

22 67

23

13 31

45
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 横 浜 市 寿 生 活 館 の 指 定 管 理 者 の 指 定

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 横 浜 市 寿 生 活 館 の 指 定 管 理 者 と し て 、 次 の 者 を 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

   指 定 管 理 者    指 定 の 期 間

所 在 地 名   称

中 区 寿 町 ４

丁 目 番 地

公 益 財 団 法 人 横 浜 市

寿 町 健 康 福 祉 交 流 協

会

理 事 長

豊   澤   隆   弘

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 年 ３ 月 日 ま で

 

41

22 67

23

14 13 31

46
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 公 園 の 一 時 利 用 停 止

  横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 利 用 を 一 時 停 止 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

公 園 の 名 称 位 置 一 時 利 用 停 止

の 区 域 及 び 面

積

一 時 利 用 停

止 の 態 様

一 時 利 用 停

止 期 間

泉 が 丘 公 園 泉 区 和 泉

が 丘 三 丁

目 ６ 番

別 図 の と お り

2,458 ㎡ の う

ち

1,329 ㎡

立 入 禁 止 令 和 ８ 年 １

月 日 か ら

令 和 ８ 年 ８

月 日 ま で

中 田 町 第 四

公 園

泉 区 中 田

南 四 丁 目

番

別 図 の と お り

720 ㎡

立 入 禁 止 令 和 ８ 年 １

月 日 か ら

令 和 ８ 年 ８

月 日 ま で

別 図 （ 省 略 ）
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23
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23

13
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

変   更

年 月 日

指 定

番 号

名   称 代 表 者 氏 名 営 業 所 所 在 地

令 和 ７ 年

月 １ 日

30533 株 式 会 社 匠

龍 工 業

岡   崎   祐   樹 藤 沢 市 善 行 坂 ２

丁 目 ７ 番 ６ 号

藤 沢 市 用 田 208

番 地 の ２

43

11

23

11

(新)

(旧)
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し

  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

指 定 番 号 名   称 営 業 所 所 在 地 取 消 年 月 日

30322 佐 藤 設 備 川 崎 市 麻 生 区 白 鳥 １

丁 目 番 号

令 和 ８ 年 １ 月 ５ 日

44

11

23

19 15
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意

　 　 　 見 の 聴 取 の 開 催

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 市 ケ 尾 町 Ｂ 地 区 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、 次 の と お り

、 同 法 第 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、 同 法

第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。

  こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   縦 覧 期 間

    令 和 ８ 年 １ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 日 ま で

２   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課

３   縦 覧 時 間

    午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で

４   公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 日 午 前 ９ 時 分

５   公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所

    青 葉 区 市 ケ 尾 町 番 地 の ４

    青 葉 区 役 所 ４ 階 406 会 議 室
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意

　 　 　 見 の 聴 取 の 開 催

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 吹 上 東 急 住 宅 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、 次 の と お り 、

同 法 第 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、 同 法 第

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。

  こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   縦 覧 期 間

    令 和 ８ 年 １ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 日 ま で

２   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課

３   縦 覧 時 間

    午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で

４   公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日

    令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日 午 後 ４ 時 分

５   公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所

    戸 塚 区 原 宿 三 丁 目 番 地 の ４

    吹 上 東 急 住 宅 自 治 会 館
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 総 合 的 設 計 に よ る 同 一 敷 地 内 建 築 物 の 認 定 に 係 る 一 団 地

　 　 　 の 取 消 し

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 の ５ 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ く 一 定 の 複 数 建 築 物 の 認 定 の 取 消 し に つ い て 次 の と お り 公 告 す

る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

取 消 年 月 日 取 消 番 号 対 象 区 域 申   請   者

令 和 ８ 年 １ 月

日

第 1193 号 港 南 区 港 南 四 丁

目 534 番 の １ の

一 部 、 534 番 の

横 浜 刑 務 所 長

倉   田   克   己
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 総 合 的 設 計 に よ る 同 一 敷 地 内 建 築 物 の 認 定 に 係 る 一 団 地

　 　 　 内 に お け る 同 一 敷 地 内 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 認 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 総 合 的 見 地 か ら し た 設 計 に よ る 同 一 敷 地 内 建 築 物 の 位 置 及 び 構 造

の 認 定 に 係 る 一 定 の 一 団 の 土 地 の 区 域 に つ い て 、 次 の と お り 公 告 す

る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

認 定 年 月 日 認 定 番 号 一 定 の 一 団 の 土 地

の 区 域

申   請   者

令 和 ８ 年 １

月 日

第 1194 号 港 南 区 港 南 四 丁 目 5

34 番 の １ の 一 部

横 浜 刑 務 所 長

倉   田   克   己
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 第 2022 開 1720 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    神 奈 川 区 栄 町 ８ 番 地 の １

    桜 台 団 地 マ ン シ ョ ン 建 替 組 合

      理 事 長   鈴   木       実

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 桜 台 番 の １ 及 び 番 の ２

49
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ８ 月 日 第 2024 開 1709 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    川 崎 市 宮 前 区 有 馬 １ 丁 目 番 号

    神 奈 川 グ ラ ン デ ィ ハ ウ ス 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   大   竹   順   一

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 大 場 町 395 番 の 及 び 395 番 の か ら 395 番 の ま で

50

43 36

23

20

23 12

26 77 82

55

横浜市報　定期第220号　令和８年１月23日



横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 １ 月 日 第 2024 開 1719 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 杉 並 区 宮 前 １ 丁 目 番 号

    株 式 会 社 ホ ー ク ・ ワ ン

      代 表 取 締 役   大   島   健   人

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    青 葉 区 あ ざ み 野 四 丁 目 番 の ８ 及 び 番 の か ら 番 の ま で
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ３ 月 日 第 2024 開 1317 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    戸 塚 区 矢 部 町 １ 番 地 の

    株 式 会 社 横 浜 建 物

      代 表 取 締 役   小   林   東 太 郎

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    戸 塚 区 平 戸 二 丁 目 1,604 番 の １ 、 1,604 番 の ９ の 一 部 、 1,604

  番 の の 一 部 及 び 1,604 番 の の 一 部
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ６ 月 日 第 2025 開 1801 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 西 東 京 市 芝 久 保 町 ４ 丁 目 番 ３ 号

    株 式 会 社 東 栄 住 宅

      代 表 取 締 役   佐   藤   千   尋

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    都 筑 区 加 賀 原 一 丁 目 番 の ８ 及 び 番 の か ら 番 の ま で
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 第 2025 開 1110 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 ３ 丁 目 ２ 番 １ 号

    三 井 不 動 産 レ ジ デ ン シ ャ ル 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   嘉   村       徹

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 北 区 大 豆 戸 町 632 番 の １ 、 633 番 、 634 番 の １ 及 び 634 番 の

  ２
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ７ 年 ９ 月 日 第 2025 開 1109 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 ３ 丁 目 ２ 番 １ 号

    三 井 不 動 産 レ ジ デ ン シ ャ ル 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   嘉   村       徹

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    港 北 区 大 豆 戸 町 619 番 の １ 及 び 619 番 の ３
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 番 号

    第 2025 ・ ・ ５ 号

２   指 定 年 月 日

    令 和 ８ 年 １ 月 日

３   道 路 の 幅 員

    4.50 ｍ

４   道 路 の 延 長

    36.01 ｍ

５   指 定 の 場 所

    緑 区 寺 山 町 545 番 の ４

６   申 請 者 の 氏 名

    株 式 会 社 ホ ー ム ラ ン ド

      代 表 取 締 役   小   野   洋 一 郎
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   廃 止 年 月 日

    令 和 ７ 年 １ 月 日

２   廃 止 す る 道 路 の 幅 員

    4.00 ｍ

３   廃 止 す る 道 路 の 延 長

    21.45 ｍ

４   廃 止 の 場 所

    瀬 谷 区 阿 久 和 南 二 丁 目 ５ 番 の ２ の 一 部 、 ５ 番 の ３ の 一 部 及 び ５

  番 の
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   廃 止 年 月 日

    令 和 ８ 年 １ 月 ８ 日

２   廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

    4.00 ｍ

３   廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

    10.83 ｍ

４   廃 止 の 場 所

    青 葉 区 恩 田 町 963 番 の 一 部
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横 浜 市 公 告 第 号

　 　 　 横 浜 港 港 湾 計 画 の 変 更 の 概 要

  港 湾 法 （ 昭 和 年 法 律 第 218 号 ） 第 ３ 条 の ３ 第 ９ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 横 浜 港 港 湾 計 画 の 変 更 の 概 要 を 次 の と お り 公 告 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 港 港 湾 管 理 者   横 浜 市  

代 表 者                  

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   港 湾 計 画 の 変 更 の 概 要

    平 成 年 月 日 横 浜 市 公 告 第 915 号 に よ り そ の 概 要 を 公 告 し

  た 横 浜 港 港 湾 計 画 に つ い て 変 更 し た 事 項 は 、 次 の と お り で あ る 。

    専 用 埠 頭 計 画

      専 用 岸 壁 （ 廃 止 ）

地 区 名
水 深

（ メ ー ト ル ）
バ ー ス 数

鶴 見 地 区 6.4 ド ル フ ィ ン １ バ ー ス

    土 地 利 用 計 画

      土 地 利 用 計 画

地 区 名
面 積

（ ヘ ク タ ー ル ）
用 途

本 牧 ふ 頭 地 区

267 埠 頭 用 地

６ 港 湾 関 連 用 地

交 通 機 能 用 地

６ 緑 地

    効 率 的 な 運 営 を 特 に 促 進 す る 区 域

地 区 名

水 深

（ メ ー ト ル

）

バ ー

ス 数

延 長

（ メ ー ト ル

）

名 称

埠 頭 用 地 面

積

（ ヘ ク タ ー

ル ）

本 牧 ふ 頭 地

区

２ 400 HB2,3

267

２ 700 HBC1,2

３ 900 HC1 ～ 3

7.5 １ 240 HCD1

１ 500 HD1

２ 700 HD4,5

２   港 湾 計 画 の 縦 覧 の 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 港 湾 局 政 策 調 整 部 政 策 調 整 課
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23

26 12 15

(１)

(２)

13

(３)

10

16

13

14

16

50 10
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達

　

達 第 １ 号

                                                  庁 中 一 般

  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 食 品 衛 生 検 査 所 規 程 及 び 横 浜 市 食 肉 衛 生 検 査

所 処 務 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

  次 に 掲 げ る 達 の 規 定 中 「 200,000 円 」 を 「 300,000 円 」 に 改 め る

。

  横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 食 品 衛 生 検 査 所 規 程 （ 昭 和 年 ９ 月 達 第

  号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 第 ７ 号

  横 浜 市 食 肉 衛 生 検 査 所 処 務 規 程 （ 昭 和 年 ３ 月 達 第 ２ 号 ） 第 ３

  条 第 １ 項 第 号

      附   則

  こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

23

(１) 45 34

(２) 37

10
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区 公 告

　

港 南 区 公 告 第 ７ 号 （ 令 和 ８ 年 １ 月 ７ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 港 南 公 会 堂 の 指 定 管 理 者 の 指 定

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 横 浜 市 港 南 公 会 堂 の 指 定 管 理 者 と し て 、 次 の 者 を 指 定 し た

。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 ７ 日

横 浜 市 港 南 区 長   栗   原   敏   也

指 定 管 理 者 指 定 の 期 間

所 在 地 名   称

横 浜 市 中 区 山 下 町

１ 番 地 シ ル ク セ ン

タ ー 内

株 式 会 社 清 光 社

代 表 取 締 役

  鈴   木       真

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 年 ３ 月

日 ま で

22 67
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旭 区 公 告 第 ６ 号 （ 令 和 ８ 年 １ 月 日 掲 示 済 ）

　 　 　 横 浜 市 都 岡 小 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス の 指 定 管 理 者 の 指 定

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 横 浜 市 都 岡 小 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス の 指 定 管 理 者 と し て 、 次

の 者 を 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 旭 区 長   権   藤   由 紀 子

指   定   管   理   者 指 定 の 期 間

所 在 地 名   称

旭 区 二 俣 川 ２ 丁

目 番 地

一 般 社 団 法 人 あ さ ひ 区 民 利

用 施 設 協 会

理 事 長

  林       重   克

横 浜 市 都 岡 小 コ ミ ュ

ニ テ ィ ハ ウ ス の 供 用

開 始 の 日 か ら 令 和

年 ３ 月 日 ま で

15
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中 区 公 告 第 ４ 号

　 　 　 土 地 収 用 法 に 基 づ く 裁 決 申 請 書 及 び 明 渡 裁 決 申 立 書 等 の

　 　 　 縦 覧

  次 の 起 業 者 か ら 神 奈 川 県 収 用 委 員 会 に 対 し 、 令 和 ７ 年 月 日 付

け で 土 地 収 用 法 （ 昭 和 年 法 律 第 219 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 裁 決 の 申 請 及 び 法 第 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定

に よ る 明 渡 裁 決 の 申 立 て が あ り 、 同 委 員 会 か ら 法 第 条 第 １ 項 の 裁

決 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類 の 写 し 並 び に 法 第 条 の ３ 第 １ 項 の 書 類

の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 法 第 条 第 ２ 項 及 び 第 条 の ４ 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 次 の と お り 公 告 す る 。

  な お 、 上 記 の 書 類 は 、 法 第 条 第 ２ 項 及 び 第 条 の ４ 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 縦 覧 に 供 し て お り 、 土 地 所 有 者 及 び 関 係 人 は 縦 覧 期 間 内 に

、 損 失 の 補 償 の 決 定 に よ っ て 権 利 を 害 さ れ る お そ れ の あ る 者 は 収 用

委 員 会 の 審 理 が 終 わ る ま で に 、 神 奈 川 県 収 用 委 員 会 に 意 見 書 を 提 出

す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ８ 年 １ 月 日

横 浜 市 中 区 長   永   井   由   香

１   起 業 者 の 名 称 及 び 住 所

    横 浜 高 速 鉄 道 株 式 会 社

    中 区 元 町 １ 丁 目 番 地

２   事 業 の 種 類

    み な と み ら い 線 車 両 留 置 場 整 備 事 業 及 び こ れ に 伴 う 附 帯 事 業

３   使 用 し よ う と す る 土 地 の 所 在 、 地 番 及 び 地 目

所       在 地   番 地   目

登 記 簿 現 況

中 区 山 手 町 184 番 の 宅 地 宅 地

４   縦 覧 場 所

    中 区 日 本 大 通 番 地

    横 浜 市 中 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課

５   縦 覧 の 期 間

    令 和 ８ 年 １ 月 日 か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 ま で （ 日 曜 日 、 土 曜 日

  及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 年 法 律 第 178 号 ） に 規 定 す

  る 休 日 を 除 く 午 前 ８ 時 分 か ら 午 後 ５ 時 分 ま で ）
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